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県教育委員会の新型コロナウイルス感染症への対応について 

（令和２年２月から令和５年５月まで） 

 

〇 県立学校及び市町村立学校の対応について 

日付 主な内容等 

令和２年 

２月 28 日 

 

 文部科学事務次官通知を受け、感染防止を図り、子どもたちの

安全、安心を確保するために、県立学校については３月２日から

春季休業の開始日までの間、臨時休業とし、全市町村教育委員会

に対しても同様の対応を要請した。 

令和２年 

３月 30 日 

県立学校については、４月６日から２週間程度を臨時休業とし

た。また、４月２日に、全市町村教育委員会に対して、県立学校

の取組を参考として、２週間程度の臨時休業等、感染拡大防止の

取組への協力を要請した。 

令和２年 

４月７日 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）

に基づく、国の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、知事から

の協力要請を受け、県立学校については５月６日まで臨時休業を

延長し、全市町村教育委員会に対しても同様の対応を要請した。 

令和２年 

５月４日 

国の緊急事態宣言が５月 31 日まで延長されたことに伴い、知事

からの協力要請を受け、県立学校については５月 31 日まで臨時休

業を延長し、全市町村教育委員会に対しても同様の対応を要請し

た。 

令和２年 

５月 22 日 

国の緊急事態宣言が解除され、県立学校の臨時休業を終了し、

６月１日に再開する場合に備え、学校の教育活動の再開に向け、

必要となる様々な配慮や工夫、留意すべき事項について、「教育

活動の再開等に関するガイドライン」として取りまとめ、「県立

学校における教育活動の再開に向けた準備等について」を県立学

校に通知した。併せて、全市町村教育委員会へガイドラインを参

考に、所管する各学校における教育活動の再開に向け、必要な検

討、準備を進めるよう依頼した。 
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日付 主な内容等 

 【学校の教育活動の再開に関する基本的な考え方】 

○ 臨時休業終了後の学校の教育活動については、社会全体が長

期にわたり新型コロナウイルスとともに生きていかなければな

らないという認識の下、次世代を担う子どもたちの健康には、

より慎重に対応する必要がある。 

○ 学校の教育活動の再開については、ガイダンスなどの準備期

間、分散登校、時差通学・短縮授業など段階的に行っていく。 

○ 学校の教育活動の再開後は、引き続き基本的な感染症対策の

実施の徹底を図るなど、新型コロナウイルス感染症の感染防止

に万全の措置を講じる。 

○ 今後の国の動向や県内の感染状況等により、段階的再開の日

程の変更はあり得る。 

令和２年 

５月 25 日 

国の緊急事態宣言の解除を受け、知事からの協力要請が解除さ

れることから、県教育委員会としての対応を以下の(ｱ)から(ｳ)の

とおりとし、同日に、「国における緊急事態宣言解除に伴う県立

高等学校における教育活動等の再開について」等を県立学校に通

知した。併せて、全市町村教育委員会へ休業要請の解除と、今後

の学校再開についての適切な対応を依頼した。 

(ｱ) 県立学校は、６月１日から教育活動を再開する。 

(ｲ) 学校としての必要な受け入れ態勢を整えるため、５月 31 日

まで臨時休業を継続する。 

(ｳ) 臨時休業終了後の県立学校の再開にあたっては、ガイダンス

などの準備期間、分散登校、時差通学・短縮授業など、段階的

に行っていく。 

令和２年 

６月 24 日 

県内の新規陽性患者数が減少傾向となっており、６月 18 日に新

型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針が改定され、営

業時間の短縮や県域を越えた移動の自粛の要請等が解除(ステッ

プ２へ移行)されたこと等を受け、５月 22 日に示した「ガイドラ

イン（高等学校・中等教育学校）」における県立高校等の段階的な

再開の期間等を変更し、「通常登校」の実施時期の前倒しを、以下

の(ｱ)及び(ｲ)のとおり予定することとし、同日に、県立高等学校

及び県立中等教育学校に通知した。 

(ｱ) 「分散登校Ⅱ」(６月 22 日～27 日)及び「時差短縮Ⅰ」(６

月 29 日～７月４日)までは、当初の予定の通りとする。 
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日付 主な内容等 

(ｲ) 「時差短縮Ⅱ」(７月６日～８月 29 日)の期間中である、７

月上旬(６月 19 日から概ね３週間後)における県内感染状況

が現状と同程度である場合は、「時差短縮Ⅱ」の期間を１週間

に短縮し、７月 13 日から「通常登校」に移行する。 

 県立特別支援学校については、感染すると重症化するリスクが

高い児童・生徒等が在籍していることなどから、教育活動の段階

的再開については、より一層慎重に進めていくことが必要である

ため、「ガイドライン（特別支援学校）」に記載した予定通りとす

る。 

 なお、県内の感染状況や国の動向等により、期間等については

変更する場合がある。 

令和２年 

７月３日 

 ５月 22 日に示した「県立学校の教育活動の再開等に関するガイ

ドライン（高等学校・中等教育学校）」及び６月 24 日付け「県立

高校等の「通常登校」の実施時期の前倒しの予定について（通知）」

を踏まえ、「県立高等学校及び県立中等教育学校における「通常登

校」に向けた部活動の再開ガイドライン」を、以下の(ｱ)から(ｴ)

のとおり策定し、県立高等学校及び県立中等教育学校に通知した。 

(ｱ) 現時点で予定どおり７月 13 日から「通常登校」に移行した

場合は、感染症対策を講じながら公式大会やコンクール等へ

の参加を含め通常通り部活動を実施する。 

(ｲ) 各種目の中央競技団体等が作成したガイドライン等に示さ

れた練習内容や競技実施上の留意点等も踏まえ、各学校の実

情に応じ、日頃の校内練習や大会参加に当たっての必要な感

染防止対策を講じる。 

(ｳ) 生徒の怪我防止には十分留意するとともに、部活動の再開時

期が高温多湿の時期となることから、特に熱中症予防に係る

対応について、顧問、生徒共に「神奈川県立学校熱中症予防

ガイドライン」をもとに、万全な対策を講じる。 

(ｴ) 部活動ごとに活動方針及び活動計画を作成することや生徒

の健康状態を把握することなどの「事前の確認事項」、健康観

察票をもとに、健康状態を確認した上で、参加させることな

どの「活動前後の留意事項」、「３密」の回避や、必要に応じ

て適宜、手洗いやうがい、使用器具等の消毒を行うなど、感

染防止対策に万全を期すことなどの「活動時の留意事項」を
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日付 主な内容等 

踏まえ、各学校で部活動を実施する。 

令和２年 

７月３日 

 市町村立中学校等で長期間にわたり臨時休業等が実施されてい

たことを踏まえ、令和３年度の神奈川県公立高等学校入学者選抜

等における学力検査については、中学校で学習していないことは

出題しないという前提に立ち、その出題範囲を以下の(ｱ)から(ｵ)

のとおりとし、市町村教育委員会等に通知した。 

(ｱ) 公立高等学校入学者選抜における学力検査では、社会、数

学、理科については、学習指導要領に示された全ての学習内

容を中学校第３学年の１月末までに学ぶことは難しいと判断

し、次の表の内容（当該各教科の教科書において最後に学習

する内容）について、出題範囲から除く。 

 

(ｲ) 国語、外国語(英語)については、３年間を通じて学習すべ

き内容を繰り返し学ぶという教科の特性があり、学習指導要

領上の特定の学習内容を出題範囲から除くことは難しいと判

断しているが、漢字及び英単語を学習する順序が各中学校で

使用する教科書により異なるため、公平性を担保する観点か

ら、漢字や英単語を問う問題（読み・書き・意味）におい

て、中学校第３学年で新たに学習する漢字及び英単語は、出

題範囲から除く。 

(ｳ) 学力検査の他、各校の特色に応じて実施する特色検査のう

ち、学力向上進学重点校等で実施している、記述型の自己表

現検査についても、学力検査と同様の内容を出題範囲から除

く。 

(ｴ) 県立中等教育学校入学者決定検査における適正検査では、

公立高等学校入学者選抜における学力検査と異なり、各教科

で学習した内容を問うのではなく、これからの社会で必要と

される幅広い教養を育成していく上での基礎的な力を測るこ

とから、出題範囲の限定は行わない。 
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日付 主な内容等 

(ｵ) 県立中等教育学校入学者決定検査におけるグループ活動

（与えられた課題について、自分の意見をまとめた後、グル

ープでの話し合いを行い、集団の中での人間関係構築力の基

礎的な力と中等教育学校で学ぼうとする意欲や目的意識をみ

る検査）については、新型コロナウイルス感染症の感染防止

対策を講じて適切に実施することが困難であると判断し、実

施しない。 

令和２年 

７月９日 

 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議（以下、「県対

策本部会議」という。）における県内の感染状況に関する評価を踏

まえ、県立高校等については生徒の安全、安心の確保と、生徒の

学びの保障をさらに図ることを両立させるため、７月 13 日から予

定していた「通常登校」への移行については、生徒の通学時の感

染リスクを軽減するため、朝の「時差通学」と組み合わせて実施

することとし、同日、以下の(ｱ)から(ｹ)の内容について各県立学

校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学

校あての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防止の取組みを引

き続き徹底するよう通知した。 

(ｱ) 朝の混雑時間帯を避けるため、始業時刻を概ね 30 分程度繰

り下げる「時差通学」（授業開始時刻を通常の８時 50 分から概

ね９時 20 分以降とする。）を実施する。 

(ｲ) 「時差通学」による授業開始時刻は、学校や生徒の状況によ

り各学校長が判断する。 

(ｳ) 公共交通機関等の状況から、上記により難い場合は教育委員

会と協議する。 

(ｴ) 「時差通学」の継続については、原則として概ね３週間後の

県内の感染状況等により判断する。ただし、その時点で「時差

通学」を継続しない場合であっても、学校長の判断により個別

に「時差通学」を継続することは可能とする。 

(ｵ) 授業については、原則として各学校の通常の授業時間及び時

間数で実施する。 

(ｶ) 部活動については、感染症対策を講じながら、「部活動の再

開ガイドライン」（７月３日付けで通知）等に基づき実施する。 

(ｷ) 学校行事については、感染症対策を講じた上で実施可能と

し、今後、実施に当たっての対応等を記載した「ガイドライン」
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日付 主な内容等 

を作成し、各学校に示す予定。 

(ｸ) 県立特別支援学校については、５月 22 日付けで示した「ガ

イドライン（特別支援学校）」に記載した予定通りとする。 

(ｹ) 今後も、県内の感染状況等を踏まえ、「時差短縮」や「分散

登校」に戻すことを含め、教育活動の段階や期間等について検

討し、変更することがある。 

令和２年 

７月 17 日 

 県立高校等の「通常登校」の実施に伴い、各学校行事の留意事

項等について、「県立高等学校及び県立中等教育学校における学校

行事に関するガイドライン」として取りまとめ、同日、県立高等

学校及び県立中等教育学校に通知した。 

【学校行事の実施に関する基本的な考え方等】 

○ 学校の教育活動に関する指導計画の見直しにあたっては、行

事と授業のバランスを取りながら、各学校や生徒の実情を踏ま

えて学校行事の実施について判断する。 

○ 実施に当たっては、感染防止に万全の措置を講ずる。 

○ 今後の状況の変化に柔軟に対応できるようにする。 

○ 卒業式、入学式については、時期を改めて、留意点等を学校

に示す予定。 

○ 特別支援学校については、８月 31 日からを予定している「通

常登校」の実施に合わせ、学校行事ガイドラインを示す予定。 

令和２年 

７月 29 日 

 県対策本部会議における県内の感染状況の報告を受け、８月１

日以降の県立高等学校及び県立中等教育学校の教育活動について

は、概ね 30 分程度始業時間を繰り下げる「時差通学」を引き続き

実施することとした。その後については、８月下旬に県内の感染

状況等を踏まえ判断することとしている。 

令和２年 

８月 26 日 

 県立学校の８月 31 日以降の教育活動について、県立高等学校及

び県立中等教育学校については、「時差通学」の時間帯を拡大して

継続し、また、県立特別支援学校については、より慎重な対応が

必要な児童・生徒等が在籍していることを考慮し、「時差通学・短

縮授業」を継続することとし、同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり

県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校あての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防止の取組

みを引き続き徹底するよう通知した。 

 なお、これらの措置は、当面（概ね年内）継続する。 
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日付 主な内容等 

(ｱ) 県立高等学校及び県立中等教育学校について 

  学校長が、地域の公共交通機関の状況を勘案の上、生徒の登

校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、また、

学校における通常の教育活動が展開できる範囲で、概ね８時 30

分以降に授業開始時刻を設定すること。 

(ｲ) 県立特別支援学校について 

〇 登校時刻については、学校長が地域の交通事情の現状等を改

めて確認し、必要に応じて設定し直すことも可能とする。 

〇 下校時刻については、学校長が、学びの保障（学校行事等に

係る授業時間の確保や、高等部における現場実習、進路指導等）

や校内の感染症対策に取り組む時間の確保、地域の交通事情、

さらには「放課後等デイサービス」への円滑な接続等、各学校

の実情を勘案し、概ね午後２時から午後３時 30 分の間で設定

すること。 

〇 併せて、これまで「通常登校」移行前は原則として実施しな

いとしていた学校行事や、活動を一部制限していた部活動につ

いては、別に示す各ガイドラインに則った実施を可能とする。 

令和２年 

11 月 19 日 

「令和３年度神奈川県公立高等学校入学者選抜等における、新

型コロナウイルス感染症拡大防止に係る新たな対応について」を

取りまとめ、入学者選抜等における、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止の取組に万全を期すとともに、受検者の受検機会の確

保を図るため、 

〇 公立高等学校入学者選抜（共通選抜）における志願手続の郵

送対応について 

〇 公立高等学校入学者選抜における検査時の対応について 

〇 新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の対応について 

〇 新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者を対象とした「追

加の二次募集」について 

〇 県立中等教育学校入学者決定検査について 

 などの対応をすることとした。 

令和２年 

11 月 20 日 

 県対策本部会議における県内の感染状況の報告を受け、県立学

校の令和３年１月１日以降の教育活動について、県立高等学校及

び県立中等教育学校については、引き続き、朝の「時差通学」の

時間帯を拡大して継続し、また、県立特別支援学校についても、
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日付 主な内容等 

これまでどおり「時差通学・短縮授業」を継続することとし、同

日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県立学校に通知した。併せて、全

市町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を伝える

とともに、感染拡大防止の取組みを引き続き徹底するよう通知し

た。 

 なお、これらの措置は、当面（概ね年度内）継続する。 

(ｱ) 県立高等学校及び県立中等教育学校について 

  学校長が、地域の公共交通機関の状況を改めて勘案の上、生

徒の登校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避けることができ、

また、通常の学校における教育活動が展開できる範囲で、概ね

８時 30 分以降に授業開始時刻を設定すること。 

(ｲ) 県立特別支援学校について 

〇 登校時刻については、学校長が地域の交通事情の現状等を改

めて確認し、必要に応じて登校時刻を検討・設定することを可

能とする。 

〇 下校時刻については、学校長が、学びの保障（学校行事等に

係る授業時間の確保や、高等部における現場実習、進路指導等）

や校内の感染症対策に取り組む時間の確保、地域の交通事情、

さらには「放課後等デイサービス」への円滑な接続等、各学校

の実情を勘案し、概ね午後２時から午後３時 30 分の間で設定

すること。 

令和２年 

11 月 27 日 

 県対策本部会議において、県内の新型コロナウイルスの感染レ

ベルが、ステージⅢ（感染急増）目前である危機感を共有するた

め「ステージⅢ警戒宣言」が知事から発せられた。これを受け、

同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県立学校に通知した。併せて、

全市町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を伝え

るとともに、感染防止策を改めて徹底するよう通知した。 

(ｱ) 各学校においては、飛沫が飛び交うことによる感染リスクの

低減を図るため、授業や特別活動、部活動における、マスクの

着用や適切な身体的距離の確保や換気といった感染防止策を

改めて徹底すること。 

(ｲ) ５月 22 日付け「県立学校の教育活動の再開等に関するガイ

ドライン」等に示された「基礎疾患があるなど重症化するおそ

れがある児童・生徒等」、「感染の可能性についての保護者の申
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し出に合理的な理由があると判断する場合」の出欠席の取扱い

については、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする

とともに、ＩＣＴを活用するなど当該児童・生徒等の学びの保

障に取り組むこと。 

令和２年 

12 月３日 

 県対策本部会議において、知事メッセージとして、国が感染拡

大防止に向けた集中期間としている同月 17 日までの間、特措法第

24 条９項に基づき、事業者及び県民への感染拡大防止に向けた要

請がなされた。これを受け、同日、以下の(ｱ)及び(ｲ)のとおり県

立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県

立学校あての通知内容を伝えるとともに、感染拡大防止に向けた

指導の徹底について通知した。 

 各学校においては、引き続き、児童・生徒等に対し、 

(ｱ) 基本的な感染防止対策を心がけ、日常生活のあらゆる場面で

用心を徹底すること。 

(ｲ) 12 月３日から 17 日までの間は、人との接触機会を減らすた

め、外出は控えめにすること。 

 なお、このことにより、部活動等、学校の教育活動に位置付け

られた活動を制限するものではない。 

令和２年 

12 月 11 日 

 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から 12 月３日付け

事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂について」

により保健管理等に関する新たな考え方が示されたことを踏まえ

て、県教育委員会が作成した「保健管理等に関するガイドライン」

を改訂し、県立学校へ通知した。併せて、全市町村教育委員会に

対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれ

の地域や学校の実情等に応じた対応を適切に実施するよう通知し

た。 

〇 学校で感染者が発生した場合の臨時休業について 

  今回の文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～

の改訂について」では、これまで、感染者が判明した時点で、

「濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部

又は一部の臨時休業を実施」としていた対応を見直し、「臨時休

業を直ちに行うのではなく、設置者において、保健所と相談の
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上、臨時休業の要否を判断すること」とされている。 

  県教育委員会のこれまでの対応は、改訂前の国の対応と同様

としており、県内の感染状況を踏まえ、当面の間、この対応を

維持する。 

〇 マスク等の着用について 

  学校教育活動においては、児童・生徒等及び教職員は、十分

な身体的距離（概ね１～２メートル）が確保できる場合や体育

の授業においては、着用の必要はない。ただし、十分な身体的

距離（概ね１～２メートル）が確保できない状況で、十分な呼

吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合に

は、マスクを着用すること。 

〇 教室等の換気の徹底について 

  冬季は、冷気が入り込むため自然換気を実施しづらい時期で

あるが、空気の乾燥で飛沫が飛びやすくなること、季節性イン

フルエンザ流行が懸念される時期でもあることから、徹底して

換気に取り組むこと。その際に、健康被害が生じないよう、児

童生徒等に温かい服装を心がけるよう指導し、学校内（授業中

含む）の保温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応する

こと。 

  などの対応をすることとした。 

令和２年 

12 月 15 日 

 県対策本部会議において、知事メッセージとして、医療現場の

厳しい状況に鑑み、年末年始に必要な医療を受けられなくなるこ

とが現実となる危機感を持ち、コロナを自分事として受け止め、

行動変容を強く促すため、改めて特措法第 24 条９項に基づき、事

業者及び県民への感染拡大防止に向けた要請がなされた。これを

受け、同日、以下のとおり県立学校に通知した。併せて、全市町

村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとと

もに、感染拡大防止に向けた指導の徹底について通知した。 

〇 各学校においては、引き続き、児童・生徒等に対し、基本的

な感染防止対策を、日常生活のあらゆる場面で徹底し、特に、

「飛沫に徹底用心」を強く意識することなどについて、改めて

緊張感を持って対応するよう指導すること。  

令和２年 

12 月 25 日 

 現時点の感染状況を踏まえ、県立学校の令和３年１月１日以降

の教育活動の実施に当たっては、当面、感染が拡大している期間
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については、感染リスクの高い活動を可能な限り避けた上で、学

びを継続することとし、同日、以下の(ｱ)から(ｳ)のとおり県立学

校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学

校あての通知内容を伝えるとともに教育活動の実施に係る留意事

項を参考に適切に扱うように通知した。 

(ｱ) 現在の感染状況に応じた授業及び部活動の実施にあたって

は留意事項に基づき適切に取り扱う。 

(ｲ) 出欠席の取扱いと学びの継続について、柔軟に取り扱う。 

(ｳ) 教職員一人ひとりが「教職員の感染防止対策」を踏まえた感

染防止対策を徹底する。 

令和３年 

１月５日 

 １月４日に開催された県対策本部会議における知事メッセージ

を踏まえ、緊急事態宣言の発令も見込まれる中、改めて 12 月 25

日付け通知で示した感染防止対策を徹底するよう県立学校に通知

した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あての

通知内容を伝えるとともに、12 月 25 日付け通知で示した感染防

止対策を参考に、適切に取り組むよう通知した。 

令和３年 

１月７日 

 特措法に基づく国の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、知

事からの協力要請を受け、県教育委員会としての対応を以下のと

おりとし、同日に「国における緊急事態宣言に伴う県立高等学校

等における教育活動について」等を県立学校に通知した。併せて、

全市町村教育委員会に対しても、県立学校の基本的な対応を踏ま

えた上で、それぞれの地域における感染状況等に応じた対応をと

るよう要請した。 

 【緊急事態宣言期間中の教育活動に係る基本的な対応】 

〇 本県の感染状況、国の対処方針等を踏まえつつ、「特措法に基

づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」に沿って対応する

ことを基本とし、感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続

する。 

〇 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所による

濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了するまで

は、臨時休業とする。 

〇 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出欠席

について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組む。 

＜高校、中等教育学校＞ 
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〇 朝の時差通学を徹底する。改めて公共交通機関の混雑時間等

を確認した上で、学校長が登校時刻を設定する。併せて、下校

時の混雑回避を図るため、授業については短縮授業とし、全日

制課程は 40 分×６コマ、定時制課程は 40 分×４コマでの授業

実施を基本とする。 

〇 今後、感染状況により、必要に応じて分散登校（オンライン

を併用するとともに、土曜日を活用し週三日登校を基本）に移

行できるように学校長は、カリキュラム等の検討を進める。 

＜特別支援学校＞ 

〇 時差通学及び短縮授業を徹底する。改めて公共交通機関利用

の児童・生徒について、混雑時間等を確認した上で学校長が登

下校時刻を設定する。 

 

〇 学習活動について 

 ・ 感染防止対策を講じても、なお飛沫感染の可能性が高い学 

習活動は行わないようにする。 

〇 部活動について 

 ・ 校内における活動を原則とし（平日の放課後のみ 90 分程

度、週３回を上限）かつ感染リスクの高い活動は中止する。 

 ・ 大会等への参加については、原則不可とし、全国大会、関

東大会については、今後、開催の有無を確認しながら別途、

学校長は県教育委員会と協議する。 

〇 修学旅行等について 

 ・ 延期または中止する。 

〇 入学者選抜について 

 ・ 感染防止対策を講じて、予定通り実施する。 

令和３年 

１月 14 日 

 現在の感染状況を踏まえ、令和３年度神奈川県公立高等学校入

学者選抜における新たな感染拡大防止の取組を以下のとおり行う

こととした。 

〇 令和３年度神奈川県公立高等学校入学者選抜における Web サ

イトによる合格発表。 

〇 中学３年生及びその保護者に確実な周知を図るため、令和３

年度神奈川県公立高等学校入学者選抜において前年度から変更

する点をとりまとめたリーフレットを作成し、県内国公立中学
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校の３年生全員に配付。 

令和３年 

１月 27 日 

 時期を改めて留意点等を示す予定としていた県立学校における

今春の卒業式・入学式の実施上の留意事項等を以下のとおり整理

し、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対して

も、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれの地域

における感染状況等に応じて適切に対応するよう通知した。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等については、日々

変化していることから、今後の県内の感染状況等を慎重に見極め

た上で留意事項を変更する場合がある。 

〇 卒業式・入学式は、学校行事の中でも新しい生活への節目と

なる最も大切な行事であることから、感染症対策に万全を期し

て実施することとする。その際、学習指導要領の特別活動（学

校行事）に示された目標や内容を踏まえること。 

○ 実施に当たっては、次のように対応すること。 

・ 式場の換気、参列者のマスク着用、アルコール消毒等を徹

底すること。 

・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとること。 

・ 式への参列者は、卒業生又は入学生、教職員及び式の進行

に必要な在校生の代表とし、卒業生又は入学生の保護者の参

列も可とする。また、来賓は招待しないこと。 

  保護者が参列する場合は、高等学校及び中等教育学校にお

いては、生徒一人につき保護者１名までに限定すること。特

別支援学校については、各校の実情に応じる。 

・ 式の内容の精選などの工夫により、時間短縮を行うこと。 

・ 国歌斉唱、校歌斉唱等については、式次第に位置付けるこ

と。ただし、飛沫の飛散防止の観点から、歌唱は控えること。

（国歌、校歌、その他の歌は同じ扱いとすること。） 

令和３年 

２月２日 

 国の緊急事態宣言が３月７日まで延長されたことに伴い、知事

からの協力要請を受け、県教育委員会として令和３年１月７日付

け通知の内容により引き続き対応することとし、また、卒業式の

実施に当たっては、令和３年１月 27 日付け通知の内容により対応

するよう、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に

対しても、県立学校の基本的な対応を踏まえた上で、それぞれの

地域における感染状況等に応じた対応をとるよう要請した。 
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令和３年 

３月５日 

 国の緊急事態宣言が３月 21 日まで再延長されたことに伴い、知

事からの協力要請を受け、県教育委員会として令和３年２月２日

付け通知の内容により引き続き対応することとし、県立学校に通

知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校の基

本的な対応を踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況等

に応じた対応をとるよう要請した。 

令和３年 

３月 18 日 

 国の緊急事態宣言が３月 21 日をもって解除されることに伴い、

県立学校では、段階的緩和期間中の感染状況を踏まえ、感染防止

対策を徹底しながら段階を追って以下の通り対応していくことと

し、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対して

も、県立学校の対応を踏まえた上で、必要に応じて県教育委員会

と協議し、それぞれの地域における感染状況に応じた対応をとる

よう依頼した。 

 ＜高校、中等教育学校＞ 

 〇 緊急事態宣言中の時差通学・短縮授業のうち短縮授業は行

わず、当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業

については原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で

実施する。  

 〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

 ＜特別支援学校＞ 

 〇 緊急事態宣言中の時差通学及び短縮授業を、当面の間引き

続き徹底する。 

 

 【県立学校における児童・生徒への対応】 

 (ｱ) 基本的な対応について 

  ○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。  

  ○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

 (ｲ) 学習活動について 
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  〇 段階的緩和期間中は、感染リスクの高い活動を可能な限

り避けた上で、学びを継続する。 

 (ｳ) 入学式について（令和３年１月 27 日付け通知のとおり） 

  〇 感染防止対策を講じて実施する。 

  〇 実施にあたっては、次のように対応する。 

   ・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとる。（左右

は 60cm 程度、前後は１m程度の間隔を確保） 

   ・ 式への参列者は、新入生、教職員及び式の進行に必要

な在校生の代表とし、新入生の保護者の参列も可とする。

（高等学校及び中等教育学校は、生徒一人につき保護者

１名まで。特別支援学校は各校の実情に応じる。） 

 (ｴ) 部活動について 

  〇 段階的緩和期間中は、部活動については万全な感染防止

対策を講じた上で活動する。感染リスクの高い活動は可能

な限り避ける。 

  〇 段階的緩和期間中は、県内の大会等への参加については、

大会等の開催状況、感染症対策等を確認の上、校長の判断

の下、その可否を決定する。全国大会、関東大会等につい

ては、今後、開催の有無を確認しながら、別途、校長は県

教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。 

  ○ その後は、段階的緩和期間中の感染状況を踏まえ、感染

症対策を講じながら「部活動再開のガイドライン」に基づ

き実施する。 

 (ｵ) 修学旅行等について  

  〇 修学旅行等の実施については、長時間の移動、集団での

宿泊による感染リスクがあることから、県内や旅行先の感

染状況を見極め、延期も含め慎重に判断する。 

 (ｶ) 入学者選抜について 

  〇 感染防止対策を徹底し、引き続き予定通り実施する。 

令和３年 

３月 24 日 

 緊急事態宣言解除後の段階的緩和期間及び４月１日からのリバ

ウンド防止期間中の感染状況を踏まえ、感染防止対策を徹底しな

がら、以下の通り対応していくこととし、県立学校に通知した。

併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校の対応を踏ま

えた上で、必要に応じて県教育委員会と協議し、それぞれの地域
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日付 主な内容等 

における感染状況に応じた対応をとるよう依頼した。 

 ＜高校、中等教育学校＞ 

 〇 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。  

 〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

 ＜特別支援学校＞ 

 〇 当面の間は、時差通学及び短縮授業を、引き続き徹底する。 

 

 【県立学校における児童・生徒への対応】 

 (ｱ) 基本的な対応について 

  ○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。  

  ○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

 (ｲ) 学習活動について 

  〇 段階的緩和期間及びリバウンド防止期間中は、感染リス

クの高い活動を可能な限り避けた上で、学びを継続する。 

 (ｳ) 入学式について（令和３年１月 27 日付け通知のとおり） 

  〇 感染防止対策を講じて実施する。 

  〇 実施にあたっては、次のように対応する。 

   ・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとる。（左右

は 60cm 程度、前後は１m程度の間隔を確保） 

   ・ 式への参列者は、新入生、教職員及び式の進行に必要

な在校生の代表とし、新入生の保護者の参列も可とする。

（高等学校及び中等教育学校は、生徒一人につき保護者

１名まで。特別支援学校は各校の実情に応じる。） 

 (ｴ) 部活動について 

  〇 段階的緩和期間及びリバウンド防止期間中は、部活動に

ついては万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染
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日付 主な内容等 

リスクの高い活動は可能な限り避ける。 

  〇 段階的緩和期間及びリバウンド防止期間中は、県内の大

会等への参加については、大会等の開催状況、感染症対策

等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全

国大会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認

しながら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の

可否を決定する。 

  ○ その後は、段階的緩和期間及びリバウンド防止期間中の

感染状況を踏まえ、感染症対策を講じながら「部活動再開

のガイドライン」に基づき実施する。 

 (ｵ) 修学旅行等について  

  〇 段階的緩和期間及びリバウンド防止期間中は、修学旅行

等の実施については、長時間の移動、集団での宿泊による

感染リスクがあることから、県内や旅行先の感染状況を見

極め、延期も含め慎重に判断する。 

 (ｶ) 入学者選抜について 

  〇 感染防止対策を徹底し、引き続き予定通り実施する。 

令和３年 

４月 16 日 

 まん延防止等重点措置の実施期間中の感染状況、特に変異株の

感染者が増加傾向にあること等を踏まえ、児童・生徒の安全安心

を確保するため、感染防止対策をより一層徹底しながら、以下の

通り対応していくこととし、県立学校に通知した。併せて、全市

町村教育委員会に対しても、県立学校の対応を踏まえた上で、必

要に応じて県教育委員会と協議し、それぞれの地域における感染

状況に応じた対応をとるよう依頼した。 

 ＜高校、中等教育学校＞ 

 〇 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。  

 〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

 ＜特別支援学校＞  

 〇 当面の間は、時差通学及び短縮授業を、引き続き徹底する。 
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日付 主な内容等 

 【県立学校における児童・生徒への対応】 

 (ｱ) 基本的な対応について 

  ○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。  

  ○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

 (ｲ) 学習活動について 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、感染リスクの高

い活動を可能な限り避けた上で、学びを継続する。 

 (ｳ) 部活動について 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、部活動について

は万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、県内の大会等へ

の参加については、大会等の開催状況、感染症対策等を確

認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大会、

関東大会等については、今後、開催の有無を確認しながら、

別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定

する。 

 (ｴ) 修学旅行等について  

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、修学旅行等の宿

泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊に

よる感染リスクがあることから、延期又は中止とする。  

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、宿泊を伴わない

校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中

止とする。 

令和３年 

４月 22 日 

 日常の学習を継続するため、オンライン授業の試行を実施し、

課題の把握と改善の検討等を行い、非常時においても学習を止め

ないための準備を進めるよう、県立高等学校及び県立中等教育学

校に通知した。 

令和３年 

４月 23 日 

 まん延防止等重点措置の実施期間中の感染状況、特に変異株の

感染者が増加傾向にあることを踏まえ、各学校において、基本的
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日付 主な内容等 

な感染防止対策に係る取組状況を改めて確認し、必要な物品等が

ある場合は速やかに購入する、指導を強化し徹底するなど、感染

防止対策の取組のより一層の徹底を図るよう、県立学校に通知し

た。 

令和３年 

５月７日 

 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から４月 28 日付け

事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂について」

により保健管理等に関する新たな考え方が示されたことを踏まえ

て、県教育委員会が作成した「保健管理等に関するガイドライン」

を改訂し、県立学校へ通知した。併せて、全市町村教育委員会に

対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれ

の地域や学校の実情等に応じた対応を適切に実施するよう通知し

た。 

令和３年 

５月８日 

 まん延防止等重点措置の期間が５月 31 日まで延長されたこと

を受け、実施期間中の感染状況、特に変異株の感染者が増加傾向

にあることを踏まえ、児童・生徒等の安全・安心を確保するため、

感染防止対策をより一層強化・徹底しながら、以下の通り対応し

ていくこととし、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委

員会に対しても、県立学校の対応を踏まえた上で、必要に応じて

県教育委員会と協議し、それぞれの地域における感染状況に応じ

た対応をとるよう依頼した。 

＜高校、中等教育学校＞ 

 〇 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。 

 〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

＜特別支援学校＞  

 〇 当面の間は、時差通学及び短縮授業を、引き続き徹底する。 

 

【具体的な対応等】 

 (ｱ) 基本的な対応について 

  ○ 児童・生徒等、教職員の感染が確認された場合、保健所
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による濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終

了するまでは、臨時休業とする。  

  ○ 登校に不安を感じている児童・生徒等については、その

出欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り

組む。 

 (ｲ) 感染防止対策の徹底について 

  ○ 県内において、感染力が強いといわれている変異株の割

合が上昇していることを踏まえ、警戒度を高め、次のとお

り基本的な感染防止対策を強化し徹底する。 

・ 登下校中も含め、校内でのマスクの適切な着用と、毎

日の健康観察を徹底する。共用部分のアルコール消毒液

又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）

による消毒、アルコール消毒液による手指消毒等を実施

する。常時換気を基本とした換気を実施し、校内におい

ては可能な限り身体的距離の確保を図る。 

・ 食事場面における感染を防ぐため、対面にならないよ

うにするとともに、身体的距離を確保し、食事中の会話

や飲食物の共有は行わない。また、食事後は速やかにマ

スクを着用する。 

・ 特にグループ等でのカラオケや食事等の感染リスクの

高い行動は自粛し、不要不急の外出は控える。 

 (ｳ) 学習活動について 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、感染リスクの高

い活動を可能な限り避けた上で、学びを継続する。 

 (ｴ) 部活動について 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、部活動について

は万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、県内の大会等へ

の参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を

確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大

会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認しな

がら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否

を決定する。 
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日付 主な内容等 

 (ｵ) 修学旅行等について  

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、修学旅行等の宿

泊を伴う行事については、長時間の移動、集団での宿泊に

よる感染リスクがあることから、延期又は中止とする。  

  ○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、宿泊を伴わない

校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中

止とする。 

令和３年 

５月 28 日 

 まん延防止等重点措置の期間が６月 20 日まで再延長されたこ

とに伴い、令和３年５月８日付け通知の内容により引き続き緊張

感を持ち、対応することとし、県立学校に通知した。併せて、全

市町村教育委員会に対しても、県立学校の対応を踏まえた上で、

引き続き緊張感を持ちながら、それぞれの地域における感染状況

に応じた対応をとるよう依頼した。 

令和３年 

６月 18 日 

まん延防止等重点措置の期間が７月 11 日まで延長されたこと

を受け、実施期間中の感染状況、特に従来株から変異株に置き換

わったと国により推定されていることを踏まえ、児童・生徒等の

安全・安心を確保するため、感染防止対策を強化・徹底しながら、

引き続き緊張感を持ち、以下のとおり対応していくこととし、県

立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県

立学校の対応を踏まえた上で、引き続き緊張感を持ちながら、そ

れぞれの地域における感染状況に応じた対応をとるよう依頼し

た。 

 

＜高校、中等教育学校＞ 

〇 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。 

〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

＜特別支援学校＞ 

〇 当面の間は、時差通学及び短縮授業を、引き続き徹底する。 

 

【具体的な対応等】 
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日付 主な内容等 

  (ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒等、教職員の感染が確認された場合、保健所

による濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終

了するまでは、臨時休業とする。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒等については、その

出欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り

組む。 

(ｲ) 感染防止対策の徹底について 

○ 従来株から変異株に置き換わったと国により推定されて

いることを踏まえ、警戒度を高め、次のとおり基本的な感

染防止対策を強化し徹底する。 

・ 登下校中も含め、校内でのマスクの適切な着用と、毎

日の健康観察を徹底する。共用部分のアルコール消毒液

又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）

による消毒、アルコール消毒液による手指消毒等を実施

する。常時換気を基本とした換気を徹底し、校内におい

ては可能な限り身体的距離の確保を図る。 

・ 食事場面における感染を防ぐため、対面にならないよ

うにするとともに、身体的距離を確保し、食事中の会話

や飲食物の共有は行わない。また、食事後は速やかにマ

スクを着用する。 

・ 特にグループ等でのカラオケや食事等の感染リスクの

高い行動は自粛し、不要不急の外出は控える。 

  (ｳ) 学習活動について 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、感染リスクの高

い活動を可能な限り避けた上で、学びを継続する。 

  (ｴ) 部活動について 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、部活動について

は万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、県内の大会等へ

の参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を

確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大

会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認しな



- 23 - 
 

日付 主な内容等 

がら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否

を決定する。 

  (ｵ) 修学旅行等について 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、修学旅行等の宿

泊を伴う教育活動については、長時間の移動、集団での宿

泊による感染リスクがあることから、延期又は中止とする。 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、宿泊を伴わない

校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中

止とする。 

令和３年 

７月８日 

まん延防止等重点措置の期間が８月 22 日まで延長されたこと

を受け、実施期間中の感染状況、特に、今後、変異株（デルタ株）

への置き換わりが進むことが、国により想定されていることを踏

まえ、児童・生徒等の安全・安心を確保するため、感染防止対策

を強化・徹底しながら、引き続き緊張感を持ち、以下のとおり対

応していくこととし、また、この度の実施期間に、夏季休業期間

が含まれることから、特に夏季休業期間中における教育活動外の

児童・生徒の行動について、令和３年７月２日付け通知「夏季休

業期間中の生徒指導について」及び「夏季休業期間中の児童・生

徒指導について」を踏まえ、感染症防止対策の視点からも、改め

て指導するよう、７月９日に県立学校に通知した。併せて、全市

町村教育委員会に対しても、県立学校の対応を踏まえた上で、引

き続き緊張感を持ちながら、それぞれの地域における感染状況に

応じた対応をとるよう依頼した。 

 

＜高校、中等教育学校＞ 

〇 当面の間は、朝の時差通学を引き続き徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。 

〇 今後、感染状況により、必要に応じて短縮授業、分散登校

等が実施できるように校長は、引き続きカリキュラム等の検

討を行う。 

＜特別支援学校＞ 

 〇 当面の間は、時差通学及び短縮授業を、引き続き徹底する。 
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日付 主な内容等 

【具体的な対応等】 

  (ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒等、教職員の感染が確認された場合、保健所

による濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終

了するまでは、臨時休業とする。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒等については、その

出欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り

組む。 

  (ｲ) 感染防止対策の徹底について 

○ 特に、今後、変異株（デルタ株）への置き換わりが進む

ことが、国により想定されていることを踏まえ、警戒度を

高め、次のとおり基本的な感染防止対策を強化し徹底する。 

・ 登下校中も含め、校内でのマスクの適切な着用と、毎

日の健康観察を徹底する。共用部分のアルコール消毒液

又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）

による消毒、アルコール消毒液による手指消毒等を実施

する。常時換気を基本とした換気を徹底し、校内におい

ては可能な限り身体的距離の確保を図る。 

・ 食事場面における感染を防ぐため、対面にならないよ

うにするとともに、身体的距離を確保し、食事中の会話

や飲食物の共有は行わない。また、食事後は速やかにマ

スクを着用する。 

・ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険があ

ることを踏まえ、熱中症への対応を優先し、身体的距離

を確保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外

させる。 

・ 特にグループ等でのカラオケや食事等の感染リスクの

高い行動は自粛し、不要不急の外出は控える。 

  (ｳ) 学習活動について 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、感染リスクの高

い活動を可能な限り避けた上で、学びを継続する。 

○ 補習等における学習活動については、授業に準じた扱い

とする。 

  (ｴ) 部活動について 
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日付 主な内容等 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、部活動について

は万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

※まん延防止等重点措置の実施期間及び、まん延防止等重

点措置期間終了後の夏季休業期間中の部活動の活動時間

及び休養日については、「神奈川県立学校に係る部活動の

方針（神奈川県教育委員会平成 30 年３月、平成 31 年３

月一部改定）」に則り実施する。 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、県内の大会等へ

の参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を

確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大

会、関東大会等については、今後、開催の有無を確認しな

がら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否

を決定する。 

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び泊を伴う県外遠征

については、中止とする。 

○ 泊を伴わない県外遠征及び他の都道府県の学校を本県に

招いて行う練習試合や合同練習等については、中止とする。 

※まん延防止等重点措置期間終了後であっても、感染状況

によっては、引き続き合宿及び県外遠征は中止とするこ

とがある。 

  (ｵ) 修学旅行等について 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、修学旅行等の宿

泊を伴う教育活動については、長時間の移動、集団での宿

泊による感染リスクがあることから、延期又は中止とする。 

○ まん延防止等重点措置の実施期間中は、宿泊を伴わない

校外活動のうち、県境を越えるものについては延期又は中

止とする。 

(ｶ) 学校説明会等について 

○ 各学校で開催する学校説明会等については、感染防止対

策を徹底した上で実施する。 
令和３年 

７月 16 日 

県対策本部会議において、「神奈川版緊急事態宣言」を発出し、

７月 22 日から、現在のまん延防止等重点措置の中で最大級の対応

を図り、緊急事態宣言と同等の措置を講じることとなったことか



- 26 - 
 

日付 主な内容等 

ら、県教育委員会として、児童・生徒等の安全・安心を確保し、

学校の教育活動を継続するため、特に以下の点に留意して、感染

防止対策を強化・徹底しながら対応していくこととし県立学校に

通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校の

対応を踏まえた上で、引き続き緊張感を持ちながら、それぞれの

地域における感染状況に応じた対応をとるよう依頼した。 

 

【感染防止対策の強化・徹底について】 

(ｱ) 部活動等における感染防止対策の徹底について 

○ 部活動の実施に当たっても、共用部分のアルコール消毒

液又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）

による消毒の実施や、手指のアルコール消毒液による消毒

の実施、換気の徹底、身体的距離の確保などについて徹底

すること。 

○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険がある

ことを踏まえ、熱中症への対応を優先し、身体的距離を確

保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外させる

こと。 

○ 発熱等の風邪症状が見られる場合は、登校せずに休養す

るとともに、医療機関を受診するよう指導すること。 

○ 部活動前後の食事や集団での移動の際も感染防止対策を

徹底するよう指導すること。 

○ 登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着

用し、会話を慎むこと、下校時は寄り道をせず、まっすぐ

に帰宅すること、下校途中での飲食はしないことについて

指導を徹底すること。 

(ｲ) 教育活動外の行動に係る指導について 

○ 夏季休業期間中であり、教育活動外の生徒の行動が活発

になることが想定されることから、特にグループ等でのカ

ラオケや食事、友人宅宿泊等による感染が報告されている

ことも踏まえ、そうした感染リスクの高い行動は自粛し、

不要不急の外出は控えることについて指導すること。 

○ オリンピックは、自宅で家族等少人数で応援し、友人の

家などに集まっての観戦は行わないよう指導すること。 



- 27 - 
 

日付 主な内容等 

(ｳ) 家庭における感染防止対策に係る協力依頼について 

○ 県立高校等で感染が判明した生徒の感染経路のうち、最

も多くを占めるのが家庭内感染であることから、各学校に

おいては、旅行や帰省などで県境を越える移動についての

自粛が要請されていることを踏まえ、保護者に家庭での感

染予防について協力を依頼すること。 

 

なお、上記以外の学校の教育活動等に係る取扱い等について

は、令和３年７月９日付け教育長通知によることとする。 

令和３年 

７月 30 日 

特措法に基づき、本県を緊急事態措置区域とし、緊急事態措置

を実施すべき期間を令和３年８月２日から８月 31 日までとする

こととされたことを受け、知事からの協力要請により、県教育委

員会として、緊急事態措置期間中の教育活動等について以下のと

おり対応していくこととし、同日に「緊急事態宣言に伴う県立高

等学校等の教育活動等について」等を県立学校に通知した。併せ

て、全市町村教育委員会に対しても、県立学校における児童・生

徒等への対応を踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況

等に応じた対応をとるよう要請した。 

 

【緊急事態措置期間中における教育活動等】 

(ｱ) 部活動について 

○ 緊急事態措置期間中は、部活動については万全な感染防

止対策を講じた上で実施する。感染リスクの高い活動は行

わない。 

・ 活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練

習試合や合同練習は行わない。 

  ※合同チームの場合、他校での活動は可とする。 

 ・ 活動時間は、準備片付けを含め、３時間程度とする。 

 ・ 活動日数は、週４日を上限とする。 

○ 緊急事態措置期間中は、県内の大会等への参加について

は、大会等の開催状況、感染防止対策等を確認の上、校長

の判断の下、その可否を決定する。全国大会、関東大会等

については、今後、開催の有無を確認しながら、別途、校

長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。 
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日付 主な内容等 

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び県外遠征について

は、中止とする。 

○ 大会等の 14 日前以降、競技実施における怪我防止等の視

点から校長が必要と認める場合は、練習試合、合同練習を

含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校

に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その

際も、感染防止対策を徹底する。 

○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険がある

ことを踏まえ、熱中症への対応を優先し、身体的距離を確

保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外させる。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 補習等の学習活動については、感染防止対策を徹底して

実施する。 

(ｳ) 学校説明会等について 

○ 各学校で開催する学校説明会等については、感染防止対

策を徹底した上で実施する。 

 

なお、夏季休業期間終了後の教育活動については、今後の感

染状況等を踏まえ、朝の時差通学の継続及び短縮授業の導入等

を基本に、別途、対応を検討し、各学校へ示す。 

令和３年 

８月９日 

県対策本部会議において、人流の増加と感染力が非常に強いデ

ルタ株の影響により、緊急事態宣言後も連日 2,000 人前後の新規

感染者が発生し、必要な医療が提供できない、救えるはずの命が

救えない、いわゆる「医療崩壊」が始まりつつある厳しい状況で

あることが確認され、感染激増を踏まえた対応強化を図ることと

された。 

県教育委員会として、児童・生徒等の安全・安心を確保し、今

後も学校の教育活動を継続していくため、また災害とも言うべき

現在の感染爆発を抑えるため、さらに一層、感染防止対策を強化・

徹底しながら、以下のとおり対応することとし、10 日に「『緊急事

態宣言後の感染激増を踏まえた対応強化』に係る県立高等学校等

の対応について」等を県立学校に通知した。併せて、全市町村教

育委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への対応を

踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況等に応じた対応
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日付 主な内容等 

をとるよう依頼した。 

 

【県立高等学校等における感染防止対策の強化・徹底について】 

令和３年７月 30 日付け教育長通知「緊急事態宣言に伴う県立

高等学校等の教育活動等について」等に基づく取組を徹底する。 

 

(ｱ) 教育活動等における感染防止対策の徹底について 

○ 夏季休業期間中は、必要な場合を除き、できる限り登校

を控えるよう指導すること。 

○ やむを得ず登校する場合、登下校の際は、必ずマスクを

着用し、公共交通機関利用時や路上での会話を慎むこと、

また寄り道をせず、まっすぐに登下校すること、とりわけ

登下校途中での飲食は絶対にしないことについて指導を徹

底すること。 

○ 毎日の健康観察を改めて徹底し、発熱等の風邪症状が見

られる場合、登校させないこと（部活動等の際も同様）。 

○ 教室、職員室等の共用部分のアルコール消毒液又は次亜

塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）による消

毒を実施するとともに、教室等にアルコール消毒液を設置

して手指を消毒する等の感染防止対策に引き続き取り組む

こと。 

 

  ＜部活動等における感染防止対策の徹底について＞ 

○ 部活動の実施に当たっても、共用部分のアルコール消毒

液又は次亜塩素酸ナトリウム水溶液（素材により使い分け）

による消毒の実施や、手指のアルコール消毒液による消毒

の実施、換気の徹底、身体的距離の確保などについて徹底

すること。 

○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険がある

ことを踏まえ、熱中症への対応を優先し、身体的距離を確

保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外させる

こと。 

○ 発熱等の風邪症状が見られる場合は、登校せずに休養す

るとともに、医療機関を受診するよう指導すること。 
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日付 主な内容等 

(ｲ) 教育活動外の行動に係る指導について 

○ 夏季は教育活動外の生徒の行動が活発になることが想定

されることから、特にグループ等でのカラオケや食事、友

人宅宿泊、ライブハウス等における催しへの参加等による

感染が報告されていることも踏まえ、そうした感染リスク

の高い行動を自粛し、不要不急の外出は控えることについ

て指導すること。 

(ｳ) 家庭における感染防止対策に係る協力依頼について 

○ 旅行や帰省などで県境を越える移動についての自粛が要

請されていること等を踏まえ、学校での感染防止対策を徹

底することに加え、保護者に家庭での感染予防に協力を依

頼すること。 

令和３年 

８月 17 日 

緊急事態措置期間が９月 12 日まで延長されたことを受け、実施

期間中の感染状況、特に感染力が非常に強いデルタ株の影響に鑑

み、児童・生徒等の安全安心を確保するため、感染防止対策をよ

り一層強化・徹底しながら対応していくこととし、県立学校にお

ける夏季休業終了後の児童・生徒等への対応について以下のとお

り、同日に「緊急事態措置期間中における夏季休業終了後の県立

高等学校等の教育活動等について」等を県立学校に通知した。併

せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校における児童・

生徒等への対応を踏まえた上で、それぞれの地域における感染状

況等に応じた対応をとるよう要請した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

〇 夏季休業終了後、当面の間は、朝の時差通学を徹底する。

改めて公共交通機関の混雑時間等を確認した上で、校長が登

校時刻を設定する。併せて、下校時の混雑回避を図るため、

授業については短縮授業とし、全日制課程は 40 分×６コマ、

定時制課程は 40 分×４コマでの授業実施を基本とする。 

〇 今後の感染状況により、必要に応じて分散登校が実施でき

るよう、校長はカリキュラム等の検討を行う。 

＜特別支援学校＞ 

〇 夏季休業終了後、当面の間は、時差通学及び短縮授業を徹

底する。改めて公共交通機関利用の児童・生徒について、混
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日付 主な内容等 

雑時間等を確認した上で校長が登下校時刻を設定する。 

 

【県立学校における夏季休業終了後の児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 緊急事態措置期間中は、感染リスクの高い活動は行わな

いこととした上で、学びを継続する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 緊急事態措置期間中は、部活動については万全な感染防

止対策を講じた上で活動する。感染リスクの高い活動は行

わない。 

・ 活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練

習試合や合同練習は行わない。※合同チームの場合、他

校での活動は可とする。 

・ 活動は、平日の放課後のみ 90 分程度、週４日を上限と

する。 

○ 緊急事態措置期間中は、県内の大会等への参加について

は、大会等の開催状況、感染症対策等を確認の上、校長の

判断の下、その可否を決定する。全国大会、関東大会等に

ついては、今後、開催の有無を確認しながら、別途、校長

は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。 

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び県外遠征について

は、中止とする。 

○ 大会等の 14 日前以降、競技実施における怪我防止等の視

点から校長が必要と認める場合は、練習試合、合同練習を

含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校

に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その

際も、感染防止対策を徹底する。 
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○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険がある

ことを踏まえ、熱中症への対応を優先し、身体的距離を確

保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外させる。 

(ｴ) 学校行事等について 

a 修学旅行等について 

○ 緊急事態措置期間中は、修学旅行等の宿泊を伴う行事に

ついては、長時間の移動、集団での宿泊による感染リスク

があることから、延期又は中止とする。 

○ 緊急事態措置期間中は、宿泊を伴わない校外活動のうち、

県境を越えるものについては延期又は中止とする。 

b 文化祭・体育祭等について 

○ 開催する場合は、来場者を児童・生徒と保護者に限定す

るなど感染防止対策を徹底する。 

c 学校説明会等について 

○ 各学校で開催する学校説明会等については、感染防止対

策を徹底した上で実施する。 

令和３年 

８月 26 日 

県対策本部会議において「子どもコロナ対策」を強化していく

こととなったことから、県教育委員会として、県内の人流抑制及

び学校における感染防止対策の強化という視点から、同日に「令

和３年９月１日以降の県立高等学校等の教育活動等について」等

を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞ

れの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう要請した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

９月１日から９月 12 日までは、３年生は週２日、１・２年生

は週１日の登校を基本とする分散登校を実施する。 

・ 分散登校の実施に当たり、登校する生徒については、朝

の時差通学を徹底するとともに、下校時の混雑回避を図る

ため、授業については短縮授業とし、全日制課程は 40 分×

６コマ、定時制課程は 40 分×４コマでの授業実施を基本と

する。その際、改めて公共交通機関の混雑時間等を確認し

た上で、校長が登下校時刻を設定する。 

・ 登校しない日については、オンラインを活用すること等
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日付 主な内容等 

により学びを継続する。 

＜特別支援学校＞ 

９月１日から９月 12 日までは、時差通学及び短縮授業を徹底

する。改めて公共交通機関利用の児童・生徒について、混雑時

間等を確認した上で校長が登下校時刻を設定する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。 

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 分散登校の際は、感染リスクの高い活動は行わないこと

とした上で、学びを継続する。 

(ｳ) 部活動について  

○ 原則として中止とする。 

○ ただし、公式大会への参加は可とし、県内の大会等への

参加については、大会等の開催状況、感染症対策等を確認

の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大会、

関東大会等については、今後、開催の有無を確認しながら、

別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定

する。 

○ 大会等の 14 日前以降については、校長の判断により競技

実施における怪我防止等の視点から必要な活動を認める。

その際も、平日の下校時刻は遅くとも 17 時とし、感染防止

対策を徹底する。 

○ 熱中症は命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症へ

の対応を優先し、身体的距離を確保する等の感染防止対策
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日付 主な内容等 

を講じた上で、マスクは外させる。 

(ｴ) 学校行事等について 

a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、

集団での宿泊による感染リスクがあることから、延期又は

中止とする。 

○ 校外活動は延期又は中止とする。 

b 文化祭・体育祭等について 

○ 延期又は中止とする。 

c 学校説明会等について 

○ 各学校で開催する学校説明会等については、原則として

延期する。 

令和３年 

９月９日 

緊急事態措置期間が９月 30 日まで延長されたことを受け、県教

育委員会として、現在の県内の感染状況、医療体制の状況等に鑑

み、人流抑制及び学校における感染防止対策を徹底するという視

点から、同日に「令和３年９月 13 日以降の県立高等学校等の教育

活動等について」等を県立学校に通知した。併せて、全市町村教

育委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への対応を

踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況等に応じた対応

をとるよう要請した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

９月 13 日から９月 30 日までは、３年生は週２日、１・２年

生は週１日の登校を基本とする分散登校を実施する。 

・ 分散登校の実施に当たり、登校する生徒については、朝

の時差通学を徹底するとともに、下校時の混雑回避を図る

ため、授業については短縮授業とし、全日制課程は 40 分×

６コマ、定時制課程は 40 分×４コマでの授業実施を基本と

する。 

・ 登校しない日については、オンラインを活用すること等

により学びを継続する。 

＜特別支援学校＞ 

９月 13 日から９月 30 日までは、時差通学及び短縮授業を徹

底する。 
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日付 主な内容等 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。 

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 感染リスクの高い活動は行わないこととした上で、学び

を継続する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 原則として中止とする。 

○ ただし、公式大会への参加は可とし、県内の大会等への

参加については、大会等の開催状況、感染症対策等を確認

の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大会、

関東大会等については、今後、開催の有無を確認しながら、

別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定

する。 

○ 大会等の 14 日前以降については、校長の判断により競技

実施における怪我防止等の視点から必要な活動を認める。

その際も、平日の下校時刻は遅くとも 17 時とし、感染防止

対策を徹底する。 

○ 熱中症は命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症へ

の対応を優先し、身体的距離を確保する等の感染防止対策

を講じた上で、マスクは外させる。 

(ｴ) 学校行事等について 

a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、

集団での宿泊による感染リスクがあることから、延期又は

中止とする。 
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日付 主な内容等 

○ 校外活動は延期又は中止とする。 

b 文化祭・体育祭等について 

○ 延期又は中止とする。 

c 学校説明会等について 

○ 各学校で開催する学校説明会等については、原則として

延期する。 

令和３年 

９月 28 日 

９月 30 日をもって緊急事態措置が解除となり、10 月 24 日まで

段階的な緩和の期間とされたことを受け、県教育委員会として、

現在の県内の感染状況等に鑑み、引き続き学校における感染防止

対策を徹底しながら、以下のとおり対応することとし、同日に「令

和３年 10 月１日以降の県立高等学校等の教育活動等について」等

を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞ

れの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

○ 当面の間は、引き続き朝の時差通学を徹底する。授業につ

いては原則として各学校の通常の授業時間及び時間数で実施

する。ただし、学校の実情を踏まえ、校長が必要と認める場

合は、１週間程度短縮授業とすることも可とする。 

○ 今後も、感染状況により、分散登校等に移行できるよう校

長は必要な準備を行う。 

＜特別支援学校＞ 

○ 当面の間は、時差通学及び短縮授業を引き続き徹底する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。  

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 
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日付 主な内容等 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに、オンラインの活用

などにより学びの保障に取り組む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 段階的な緩和の期間中は、感染リスクの高い活動を可能

な限り避けた上で学びを継続する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 段階的な緩和の期間中の部活動については、万全な感染

防止対策を講じた上で活動する。感染リスクの高い活動は

可能な限り避ける。 

○ 大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防

止対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決定す

る。 

(ｴ) 学校行事等について 

a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移

動、集団での宿泊による感染リスクがあることから、県内

や旅行先の感染状況を見極め、延期も含めて慎重に判断す

る。 

b 文化祭・体育祭・学校説明会等について 

○ 各学校で開催する文化祭・体育祭等の特別活動及び学校

説明会等については、参加者を限定するなど、感染防止対

策を徹底した上で実施する。 

令和３年 

10 月 20 日 

10 月 25 日から 11 月 30 日まで基本的対策徹底期間とされたこ

とを受け、県教育委員会として、引き続き基本的な感染防止対策

を徹底しながら、以下のとおり対応することとし、同日に「令和

３年 10 月 25 日以降の県立高等学校等の教育活動等について」等

を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞ

れの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

〇 通常の教育活動を実施する。ただし、朝の時差通学を継続

することとし、各学校の校長は、地域の公共交通機関の状況
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日付 主な内容等 

を勘案の上、生徒の登校時にできるだけ朝の混雑時間帯を避

けることができ、また、学校における通常の教育活動が展開

できる範囲で、概ね８時30分以降に授業開始時刻を設定す

る。 

〇 今後も、感染状況により、分散登校等に移行できるよう校

長は必要な準備を行う。 

＜特別支援学校＞ 

〇 時差通学及び短縮授業を継続する。各学校の校長は、地域

の交通事情の現状等を改めて確認し、必要に応じて登校時刻

を検討し設定する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、臨時休業とする。  
○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに、オンラインの活用

などにより学びの保障に取り組む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 可能な限り感染リスクの低減に努めながら、学びを継続

する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 部活動については、可能な限り感染リスクの低減に努め

ながら活動する。 

○ 大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防

止対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決定す

る。 

(ｴ) 学校行事等について 

a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、
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日付 主な内容等 

集団での宿泊による感染リスクがあることを踏まえ、県内

や旅行先の感染状況を見極め、判断する。 

b 文化祭・体育祭・学校説明会等について 

○ 各学校で開催する文化祭・体育祭等の特別活動及び学校

説明会等については、基本的な感染防止対策を徹底しなが

ら実施する。 

令和３年 

11 月 22 日 

県対策本部会議において、当面の間、引き続き基本的な感染防

止対策を徹底することとされたことを受け、県教育委員会として、

令和３年 10 月 20 日付け通知の内容により引き続き対応すること

とし、同日に「今後の県立高等学校等の教育活動等について」等

を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞ

れの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼した。 

令和３年 

11 月 29 日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から 11 月 22 日付

け事務連絡「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～の改訂について」

により保健管理等に関する新たな考え方が示されたことを踏まえ

て、県教育委員会が作成した「保健管理等に関するガイドライン」

を改訂し、県立学校へ通知した。併せて、全市町村教育委員会に

対しても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれ

の地域や学校の実情等に応じた対応を適切に実施するよう通知し

た。  

令和４年 

１月６日 

県内で新しい変異株であるオミクロン株の市中感染が認めら

れ、これまでにない急激な感染拡大が危惧されるなど、本県の感

染状況について予断を許さない状況となっていることから、各学

校における冬季休業明けの教育活動の実施に当たっては、児童・

生徒等の安全・安心を確保し、学校の教育活動を継続するため、

全職員の共通理解のもと、これまで以上に緊張感を持って、感染

防止対策を引き続き徹底し、 生徒一人ひとりに対してきめ細かな

指導の徹底を図るよう、県立学校に通知した。併せて、全市町村

教育委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への対応

を踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況等に応じた対

応をとるよう依頼した。 
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日付 主な内容等 

令和４年 

１月６日 

１月 21 日から２月 13 日まで、特措法に基づくまん延防止等重

点措置の対象区域とされたことを受け、まん延防止等重点措置期

間中の感染状況、特に感染力が強いオミクロン株の影響に鑑み、

児童・生徒等の安全・安心を確保するため、基本的な感染防止対

策を徹底しながら、以下のとおり対応していくこととし、同日に

「令和４年１月 21 日以降の県立高等学校等の教育活動等につい

て」等を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対

しても、県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、

それぞれの地域における感染状況に応じた対応をとるよう依頼し

た。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

○ 当面の間は、朝の時差通学を徹底する。改めて公共交通機

関の混雑時間等を確認した上で、校長が登校時刻を設定する。

併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については短縮

授業とし、全日制課程は 40 分×６コマ、定時制課程は 40 分

×４コマでの授業実施を基本とする。  

○ 今後の感染状況により、必要に応じて分散登校が実施でき

るよう、校長はカリキュラム等の検討を行う。 

＜特別支援学校＞  

○ 当面の間は、時差通学及び短縮授業を徹底する。改めて公

共交通機関利用の児童・生徒について、混雑時間等を確認し

た上で校長が登下校時刻を設定する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、保健所に

よる濃厚接触者の特定や消毒作業などの必要な対応が終了

するまでは、その状況に応じて学校の一部又は全部を臨時

休業とする。 

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出
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日付 主な内容等 

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 感染リスクの高い活動は可能な限り避けることとした上

で、学びを継続する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

・ 活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練

習試合や合同練習は行わない。  

※合同チームの場合は、他校での活動を可とする。 

・ 活動は、平日の放課後のみ 90 分程度、週４日を上限

とする。 

○ 大会等への参加については、今後、開催の有無を確認し

ながら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可

否を決定する。 

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び県外遠征について

は、中止とする。 

○ 大会等の 14 日前以降、競技実施における怪我防止等の視

点から校長が必要と認める場合は、練習試合、合同練習を

含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校

に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その

際も、感染防止対策を徹底する。 

(ｴ) 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、

集団での宿泊による感染リスクがあることから、延期又は

中止とする。 

○ 宿泊を伴わない校外活動のうち、県境を越えるものにつ

いては延期又は中止とする。 

  (ｵ) 卒業式について 

○ 感染防止対策を徹底して実施する。 

○ 実施に当たっては、次のように対応する。 

・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとること。

（左右は 60cm 程度、前後は１m 程度の間隔を確保） 
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日付 主な内容等 

・ 式への参列者は、卒業生、教職員及び式の進行に必要

な在校生の代表とし、卒業生の保護者の参列も可とす

る。（高等学校及び中等教育学校は、生徒１人につき保

護者１人まで。特別支援学校は各校の実情に応じる。） 

令和４年 

１月 19 日 

感染力が強い変異株（オミクロン株）による感染が拡大してい

ることから、令和４年度神奈川県公立高等学校入学者選抜におけ

る新型コロナウイルス感染者又は濃厚接触者と認定された受検者

の受検機会の更なる確保を図るため、以下のとおり対応すること

とした。 

○ 共通選抜において、２月 21 日に予定していた追検査の日程

を、学力検査日（２月 15 日）から 10 日後の２月 25 日に変更

する。また、２月 22 日及び２月 24 日に予定していた一般募

集クリエイティブスクール、連携型中高一貫教育校連携募集

(県立愛川)及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集の追

検査も２月 25 日に変更する。 

○ 定通分割選抜において、定通分割選抜（３月 11 日）を受検

できなかった受検者を対象として、３月 25 日に定通分割選抜

の追加の検査を実施する。 

令和４年 

１月 27 日 

１月 27 日に、感染力が強い変異株（オミクロン株）による感染

が拡大していることから、新型コロナウイルス感染者または濃厚

接触者となったことにより、２月３日の県立中等教育学校の入学

者決定検査を受検できなかった者を対象に、特例措置として２月

23 日に「特例による検査」を実施することとした。 

令和４年 

１月 28 日 

オミクロン株に係る感染の急拡大により、現在、外来診療や保

健所の業務が逼迫状況となっていることから、県では、抗原検査

キット等を活用した本人のセルフテスト等による陽性判明時点か

ら、医療機関を受診せず即時に療養を開始し、ＩＴによる健康観

察サービスを受ける「自主療養」を選択できる、「自主療養」の仕

組みを導入した。これに伴う「自主療養」の開始に係る学校での

対応等について、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委

員会に対しても、適切に対応するよう依頼した。 



- 43 - 
 

日付 主な内容等 

令和４年 

２月１日 

神奈川県公立高等学校の入学者選抜等の受検者のうち無症状の

濃厚接触者については、文部科学省の「令和４年度大学入学者選

抜実施要項に関するＱ＆Ａ」に準じて、その取扱いを定めていた

が、現在の新型コロナウイルス感染症の感染の急拡大による保健

所業務の逼迫等を受け、１月 31 日付けでこの「Ｑ＆Ａ」に変更が

あったことから、本県の取扱いについても、以下のとおり新たな

項目を加えて変更することとした。 

【無症状の濃厚接触者の取扱い】 

≪下線部が新たに加えた項目≫ 

次の要件をすべて満たす志願者については、別室において

受検が認められます。 

(ｱ) 自治体等によるＰＣＲ検査の結果、陰性であること 

○ 自治体等による検査結果が得られない場合は、抗原

定性検査キットによる陰性確認をもって、受検を可能

とします。 

○ 抗原定性検査キットが入手できない場合は、発熱・

咳等の症状がないことを十分に確認した上で、受検を

可能とします。 

(ｲ) 検査当日も無症状であること 

(ｳ) 公共の交通機関を利用せず、かつ人が密集する場所を

避けて検査会場に行くこと 

(ｴ)  濃厚接触者等確認票を提出すること 

令和４年 

２月７日 

オミクロン株による感染拡大の中、各県立学校においては、校

内における感染拡大を防止し、児童・生徒等の安全安心の確保に

最大限配慮するとともに、学びの保障、児童・生徒等の「居場所」

の確保の観点から、臨時休業の実施に当たっては、オミクロン株

の特性を踏まえて判断することが必要であることから、県教育委

員会では、文部科学省が示すガイドライン及びその運用に当たっ

ての留意事項、並びに県感染症対策協議会における意見も参考に、

県立学校における臨時休業の当面の対応を以下のとおりとするこ

ととし、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対

しても、県立学校における対応を踏まえた上で、それぞれの地域

における感染状況に応じた当面の対応をとるよう依頼した。 

 

(ｱ) 基本的な考え方 
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日付 主な内容等 

○ この当面の対応は、感染者の急増により保健所の業務が

逼迫している期間に適用するものとする。 

○ 各県立学校においては、校内における感染拡大を防止し、

児童・生徒等の安全安心の確保を図る。併せて、学びの保

障、児童・生徒等の「居場所」の確保の観点から、必要な

範囲、期間に限定して臨時休業等を行う。 

○ 臨時休業等に当たっては、これまでと同様、オンライン

を活用した学習等により、児童・生徒等の学びの保障に万

全を期す。 

(ｲ) 当面の対応 

○ これまで、陽性者が判明した時点で、一旦、教育活動を

停止し、保健所による濃厚接触者の特定や校内消毒等の必

要な対応が終わるまで、学校の一部又は全部の臨時休業を

実施していた。 

○ 今後は、学校が濃厚接触者相当の者のリストを作成し、

保健所への送付により濃厚接触者が追認される。こうした

ことから、陽性者の判明から濃厚接触者の特定の間の臨時

休業は原則として行わない。 

○ ただし、各県立学校において、校内で感染が広がってい

る可能性が考えられる場合には、学級の児童・生徒等の数、

学級数等の実情も踏まえ、学級内の陽性者数により、臨時

休業実施の判断基準をもとに検討し、県教育委員会と協議

の上、必要な範囲、期間の臨時休業を実施する。 

 

＜臨時休業実施の判断基準＞ 

  ○ 学級閉鎖 

・直近３日間の陽性者が学級において、状況に応じ 10～15%

以上確認され、学級内で感染が広がっている可能性が高

い場合は、週休日等を含め３～５日間学級閉鎖を実施 

○ 学年閉鎖 

・複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がってい

る可能性が高い場合は、週休日等を含め３～５日間学年

閉鎖を実施 

○ 学校全体臨時休業 



- 45 - 
 

日付 主な内容等 

・複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がってい

る可能性が高い場合は、週休日等を含め３～５日間学校

全体の臨時休業を実施 

令和４年 

２月 10 日 

２月 14 日から３月６日まで、引き続き特措法に基づくまん延防

止等重点措置の対象区域とされたことを受け、まん延防止等重点

措置期間中の感染状況、特に感染・伝播性が高いオミクロン株の

影響に鑑み、児童・生徒等の安全・安心を確保するため、基本的

な感染防止対策を徹底しながら、以下のとおり対応していくこと

とし、同日に「令和４年２月 14 日以降の県立高等学校等の教育活

動等について」等を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育

委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への対応を踏

まえた上で、それぞれの地域における感染状況に応じた対応をと

るよう依頼した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

○ 当面の間は、朝の時差通学を徹底する。改めて公共交通機

関の混雑時間等を確認した上で、校長が登校時刻を設定する。

併せて、下校時の混雑回避を図るため、授業については短縮

授業とし、全日制課程は 40 分×６コマ、定時制課程は 40 分

×４コマでの授業実施を基本とする。  

○ 今後の感染状況により、必要に応じて分散登校が実施でき

るよう、校長はカリキュラム等の検討を行う。 

＜特別支援学校＞  

○ 当面の間は、時差通学及び短縮授業を徹底する。改めて公

共交通機関利用の児童・生徒について、混雑時間等を確認し

た上で校長が登下校時刻を設定する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

 (ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒等、教職員の感染が確認された場合、各学校

は全体の教育活動は継続しながら、陽性者や濃厚接触者相

当の者の確認、消毒作業などの必要な対応を行う。学校が

濃厚接触者相当の者のリストを作成し、保健所への送付に

より濃厚接触者が追認されることから、陽性者の判明から
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日付 主な内容等 

濃厚接触者の特定の間の臨時休業は原則として行わない。 

○ ただし、校内で感染が広がっている可能性が考えられる

場合には、学級の児童・生徒等の数、学級数等の実情も踏

まえ、学級内の陽性者数により、臨時休業実施の判断基準

をもとに検討し、県教育委員会と協議の上、必要な範囲、

期間の臨時休業を実施する。 

○ 臨時休業等に当たっては、オンラインを活用した学習等

により、児童・生徒等の学びの保障に万全を期す。 

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 感染リスクの高い活動は可能な限り避けることとした上

で、学びを継続する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 万全な感染防止対策を講じた上で活動する。感染リスク

の高い活動は可能な限り避ける。 

・ 活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練

習試合や合同練習は行わない。  

※合同チームの場合は、他校での活動を可とする。 

・ 活動は、平日の放課後のみ 90 分程度、週４日を上限と

する。 

○ 大会等への参加については、今後、開催の有無を確認し

ながら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可

否を決定する。 

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び県外遠征について

は、中止とする。 

○ 大会等の 14 日前以降、競技実施における怪我防止等の視

点から校長が必要と認める場合は、練習試合、合同練習を

含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校

に係る部活動の方針」に則った必要な活動を認める。その
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日付 主な内容等 

際も、感染防止対策を徹底する。 

(ｴ) 学校行事等について 

  a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、

集団での宿泊による感染リスクがあることから、延期又は

中止とする。 

○ 宿泊を伴わない校外活動のうち、県境を越えるものにつ

いては延期又は中止とする。 

  b 卒業式について 

○ 感染防止対策を徹底して実施する。 

○ 実施に当たっては、次のように対応する。 

・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとること。

（左右は 60cm 程度、前後は１m 程度の間隔を確保） 

・ 式への参列者は、卒業生、教職員及び式の進行に必要

な在校生の代表とし、卒業生の保護者の参列も可とする。

（高等学校及び中等教育学校は、生徒１人につき保護者

１人まで。特別支援学校は各校の実情に応じる。） 

令和４年 

２月 22 日 

自主療養の対象者が２月 24 日から変更されることを受け、これ

に伴う保護者等への周知等の対応について、県立学校に通知した。

併せて、全市町村教育委員会に対しても、適切に対応するよう依

頼した。 

令和４年 

３月４日 

３月７日から３月 21 日まで、引き続き特措法に基づくまん延防

止等重点措置の対象区域とされたことを受け、まん延防止等重点

措置期間中の感染状況、特に感染・伝播性が高いオミクロン株の

影響に鑑み、児童・生徒等の安全・安心を確保するため、基本的

な感染防止対策を徹底しながら、令和４年２月 10 日付け通知の内

容によりにより対応していくこととし、同日に「令和４年３月７

日以降の県立高等学校等の教育活動等について」等を県立学校に

通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校に

おける児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞれの地域に

おける感染状況に応じた対応をとるよう依頼した。 
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日付 主な内容等 

令和４年 

３月 17 日 

３月 21 日をもってまん延防止等重点措置が解除されることを

受け、県教育委員会として、当面の間は、感染・伝播性が高いオ

ミクロン株の影響等も踏まえ、児童・生徒等の安全・安心の確保

と学びの保障を両立するため、引き続き基本的な感染防止対策を

徹底しながら、以下のとおり対応していくこととし、同日に「令

和４年３月 22 日以降の県立高等学校等の教育活動等について」等

を県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における児童・生徒等への対応を踏まえた上で、それぞ

れの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼した。 

 

＜高等学校、中等教育学校＞ 

○ 当面の間は、朝の時差通学を継続することとし、改めて公

共交通機関の混雑時間等を確認した上で、校長が登校時刻を

設定する。授業については原則として各学校の通常の授業時

間及び時間数で実施する。 

○ 今後の感染状況により、必要に応じて分散登校等に移行で

きるよう、校長はカリキュラム等の検討を行う。 

＜特別支援学校＞  

○ 当面の間は、時差通学及び短縮授業を継続することとし、

改めて公共交通機関利用の児童・生徒について、混雑時間等

を確認した上で校長が登下校時刻を設定する。 

 

【県立学校における児童・生徒への対応】 

(ｱ) 基本的な対応について 

○ 児童・生徒、教職員の感染が確認された場合、各学校は

全体の教育活動は継続しながら、陽性者や濃厚接触者相当

の者の確認、消毒作業などの必要な対応を行う。学校が濃

厚接触者相当の者のリストを作成し、保健所への送付によ

り濃厚接触者が追認されることから、陽性者の判明から濃

厚接触者の特定の間の臨時休業は原則として行わない。 

○ ただし、校内で感染が広がっている可能性が考えられる

場合には、学級の児童・生徒等の数、学級数等の実情も踏

まえ、学級内の陽性者数により、臨時休業実施の判断基準

をもとに検討し、県教育委員会と協議の上、必要な範囲、
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日付 主な内容等 

期間の臨時休業を実施する。 

○ 臨時休業等に当たっては、オンラインを活用した学習等

により、児童・生徒等の学びの保障に万全を期す。 

○ 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等体調不良の症

状がある場合は登校せず、自宅で休養すること、必要に応

じて医療機関を受診するよう促す。 

○ 登校に不安を感じている児童・生徒については、その出

欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組

む。 

(ｲ) 学習活動について 

○ 可能な限り感染リスクの低減に努めながら、学びを継続

する。 

(ｳ) 部活動について 

○ 部活動については、可能な限り感染リスクの低減に努め

ながら活動する。 

○ 大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防

止対策等を確認の上、校長の判断の下、その可否を決定す

る。 

(ｴ) 学校行事等について 

  a 修学旅行等について 

○ 修学旅行等の宿泊を伴う行事については、長時間の移動、

集団での宿泊による感染リスクがあることを踏まえ、県内

や旅行先の感染状況を見極め、判断する。 

   b 入学式について 

○ 感染防止対策を徹底して実施する。 

○ 実施に当たっては、次のように対応する。 

・ 式場における座席の間隔は可能な限り広くとること。

（左右は 60cm 程度、前後は１m 程度の間隔を確保） 

・ 式への参列者は、新入生、教職員及び式の進行に必要

な在校生の代表とし、新入生の保護者の参列も可とする。

（高等学校及び中等教育学校は、原則として生徒１人に

つき保護者１人まで。特別支援学校は各校の実情に応じ

る。） 

(ｵ) 学年末・学年始休業期間中の対応について 
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日付 主な内容等 

○ 休業期間中も家庭における健康観察を継続し、外出する

際は基本的な感染防止対策を徹底すること、また、発熱等

体調不良の症状がある場合は自宅で休養することについ

て、家庭に協力を依頼する。 

○ 部活動等で登下校する場合は、マスクの着用、手指衛生、

換気の徹底などの基本的な感染防止対策を徹底する。特に

登下校で公共交通機関を利用する際は、必ずマスクを着用

し、会話を慎むよう促す。 

令和４年 

３月 29 日 

３月 29 日に、オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏

まえ、小学校及び特別支援学校以外は、保健所による濃厚接触者

の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査については、行わない

こととされたことを受け、課業期間に児童・生徒等及び教職員の

陽性が確認された場合、当面は以下のとおり対応していくことと

し、同日に県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に

対しても、県立学校における対応を踏まえた上で、それぞれの地

域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼した。 

 

【今後の当面の対応の概要】 

〇 高等学校及び中等教育学校で陽性者が判明した場合は、学

校が濃厚接触者相当の者のリストを作成して、保管すること

とし、保健所の追認は求めない。 

〇 特別支援学校で陽性者が判明した場合は、引き続き、保健

所に相談しながら、学校が濃厚接触者相当の者のリストを作

成し、保健所への送付により濃厚接触者を追認してもらう。 

〇 学校がリスト化する濃厚接触者相当の者の考え方はこれま

で通りとし、特定した者は、濃厚接触者と同様に取り扱う。 

〇 「学校等で特定した濃厚接触者相当の者」及び「家庭内感

染等で濃厚接触者となった者」は、７日間自宅待機とするが、

無症状であれば、４日目、５日目の抗原定性検査キットを用

いた検査で陰性を確認した場合は、５日目から解除すること

が可能。 
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日付 主な内容等 

令和４年 

４月 12 日 

文部科学省から４月１日付け事務連絡「学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい

生活様式」～の改訂について」により保健管理等に関する考え方

が示されたことを踏まえて、県教育委員会が作成した「保健管理

等に関するガイドライン」を改訂し、県立学校へ通知した。併せ

て、全市町村教育委員会に対しても、県立学校あての通知内容を

伝えるとともに、それぞれの地域や学校の実情等に応じた対応を

適切に実施するよう通知した。 

令和４年 

５月 26 日 

文部科学省から５月 24 日付け事務連絡「学校生活における児童

生徒等のマスクの着用について」により、「学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の記載やその取

扱いの趣旨に変更はないが、夏季を迎えるに当たり、マスクの着

用が不要な具体的な場面が示されたことを受け、このことを、国

のマスク着用に関するリーフレットを活用して、児童・生徒等及

び保護者へ丁寧に説明することなどについて、県立学校に通知し

た。併せて、全市町村教育委員会に対しても、国のマスク着用に

関するリーフレットを活用するなどして、児童・生徒等及び保護

者に対して周知するよう依頼した。 

令和４年 

５月 31 日 

文部科学省が５月 24 日付け同事務連絡でマスク着用の考え方

を明確化したこと等を受け、学習活動及び学校行事等の実施にお

ける留意事項について改めて県立学校に通知した。併せて、全市

町村教育委員会に対しても、県立学校における児童・生徒等への

対応を踏まえた上で、それぞれの地域における感染状況等に応じ

た対応をとるよう依頼した。 

令和４年 

７月 14 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省から７月 12 日付け事務連絡「夏季休業に向けた新型

コロナウイルス感染症対策について」により夏季休業期間中の留

意点が通知されたこと、また、７月 13 日の県対策本部会議におい

て、病床の医療フェーズが１から３に引き上げられるとともに、

感染状況や医療逼迫状況を示すレベルが１から２に引き上げられ

たことを受け、県教育委員会として、引き続き基本的な感染防止

対策の徹底に取り組みながら、夏季休業前及び夏季休業中の留意

事項により対応するとともに、各家庭に対して感染予防の徹底へ

の協力を依頼するよう、県立学校に通知した。併せて、全市町村

教育委員会に対しても、県立学校における対応を踏まえた上で、
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日付 主な内容等 

 

 

引き続き基本的な感染防止対策の徹底に取り組むこと等について

依頼した。 

令和４年 

７月 26 日 

 

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状（いわゆる後遺症）に

ついて、新たに作成したチラシを活用し、教職員等への理解を促

すとともに、児童・生徒等及び保護者に周知するよう、県立学校

に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、同様の対

応を依頼した。 

令和４年 

７月 26 日 

 

文部科学省から７月 25 日付け事務連絡「濃厚接触者の待機期間

の見直し等について」により、濃厚接触者の待機期間の見直しに

ついて通知されたことを受け、以下のとおり対応していくことと

し、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対して

も、同様の対応を依頼した。 

○ 同居する家族等の濃厚接触者とされた児童・生徒等につい

ては、感染者の発症日又は感染対策を講じた日を０日として、

いずれか遅い方から５日間発症が無い場合に解除。  

○ 無症状の場合は、２日目、３日目の抗原定性検査キットを

用いた検査で陰性を確認した場合は、３日目から解除するこ

とが可能。 

令和４年 

７月 28 日 

 

健康医療局長から７月 27 日付け通知「オミクロン株が主流であ

る間の濃厚接触者の特定をしないことについて（依頼）」により、 

幼稚園、小学校、特別支援学校及び義務教育学校においても、中

学校、高等学校と同様に保健所による濃厚接触者の特定を行わな

いこととされたことを受け、児童・生徒等及び教職員の陽性が確

認された場合、以下のとおり対応していくこととし、県立学校に

通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、同様の対応

を依頼した。 

○ 特別支援学校で陽性者が判明した場合は、学校が濃厚接触

者相当の者のリストを作成して、保管することとし、保健所

の追認は求めない（保健所にリストを送らない）。 

○ 学校がリスト化する濃厚接触者相当の者の考え方はこれま

で通りとし、特定した者は、濃厚接触者と同様に取り扱う。 

令和４年 

７月 28 日 

 

７月 27 日の県対策本部会議において、自主療養届出制度を積極

的に活用するよう周知することとされたことを受け、改めて、教

職員及び児童・生徒等並びに保護者に対して同制度の周知を行う



- 53 - 
 

日付 主な内容等 

よう、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対し

ても、同様の対応を依頼した。 

令和４年 

８月２日 

 

県対策本部会議において、「かながわ BA.5 対策強化宣言」を行

うこととされたことを受け、基本的な感染防止対策の徹底及び自

主療養届出制度の活用について、改めて対応していくこととし、

県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

同様の対応を依頼した。 

令和４年 

８月 26 日 

 

県対策本部会議において、「かながわ BA.5 対策強化宣言」を９

月 30 日まで延長することとされたことを受け、基本的な感染防止

対策の徹底及び自主療養届出制度の活用について、引き続き対応

していくこととし、県立学校に通知した。併せて、全市町村教育

委員会に対しても、同様の対応を依頼した。 

令和４年 

９月９日 

 

文部科学省から９月９日付け事務連絡「新型コロナウイルス感

染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について」に

より、患者の療養期間等の見直しについて通知されたことを受け、

以下のとおり対応していくこととし、県立学校に通知した。併せ

て、全市町村教育委員会に対しても、同様の対応を依頼した。 

○ 有症状患者は、発症日を０日として翌日から７日間経過し、

かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には８日目から解除を

可能とする。 

○ 無症状患者は、検査日を０日として翌日から７日間を経過

した場合には８日目から解除を可能とする（従来から変更無

し）。加えて、５日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性

を確認した場合には、５日間経過後（６日目）に解除を可能

とする。 

令和４年 

９月 21 日 

 

県対策本部会議において、９月 30 日までとされていた「かなが

わ BA.5 対策強化宣言」を、９月 25 日をもって終了することとさ

れたことを受け、基本的な感染防止対策の徹底について、引き続

き対応していくこととし、県立学校に通知した。併せて、全市町

村教育委員会に対しても、同様の対応を依頼した。 
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日付 主な内容等 

令和４年 

11 月 30 日 

 

 

 

 

 

文部科学省から 11 月 29 日付け事務連絡「「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について」により飲食

の場面における感染対策の取扱いが示されたこと等を踏まえ、県

教育委員会が作成した「保健管理等に関するガイドライン」を改

訂し、県立学校へ通知した。併せて、全市町村教育委員会に対し

ても、県立学校あての通知内容を伝えるとともに、それぞれの地

域や学校の実情等に応じた対応を適切に実施するよう通知した。 

令和４年 

12 月 27 日 

 

令和４年度卒業式及び令和５年度入学式の実施上の留意事項等

を以下のとおり整理し、県立学校に通知した。併せて、全市町村

教育委員会に対しても、それぞれの地域における感染状況等に応

じた対応をとるよう依頼した。 

○ 卒業式 ・入学式については、基本的な感染防止対策を講じ

た上で実施すること。その際、学習指導要領の特別活動〔学

校行事〕に示された目標や内容を踏まえること。 

○ 実施に当たっては、次のように対応すること。 

・ 式場の換気 、参列者のマスク着用など、基本的な感染防

止対策を徹底した上で行うこと。 

・ 外部会場を使用して実施する場合は、会場の使用規定等

に基づいて実施すること。 

・ 国歌や校歌、その他の歌を歌う際は、対象者を限定した

上で、可能な限り間隔をとること。 

令和５年 

１月 26 日 

 

第８波と言われる新型コロナウイルス感染症の感染者数につい

て、依然として多い状況が続いていることから、新型コロナウイ

ルス感染者または濃厚接触者となったことにより、２月３日の県

立中等教育学校の入学者決定検査を受検できなかった者を対象

に、特例措置として２月 23 日に「特例による検査」を実施するこ

ととした。 

令和５年 

２月 15 日 

 

令和５年２月 10 日付け文部科学省初等中等教育局長通知「卒業

式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について」を

踏まえ、卒業生については、式典全体を通じてマスクの着用を求

めないこと等、令和４年度卒業式の実施上の留意事項等を整理し、

県立学校に通知した。併せて、全市町村教育委員会に対しても、

県立学校における対応を踏まえた上で、それぞれの地域や学校の

実情等に応じた対応をとるよう依頼した。 
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日付 主な内容等 

令和５年 

２月 20 日 

 

県対策本部会議が開催され、「新型コロナウイルス感染症対策の

神奈川県対処方針」が改定されたことを受け、３月 31 日までの間

の県立高等学校等の教育活動等について、引き続き基本的な感染

防止対策を講じながら実施することとし、県立学校に通知した。

併せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校における対応

を踏まえた上で、それぞれの地域や学校の実情等に応じた対応を

とるよう依頼した。 

令和５年 

３月 20 日 

 

令和５年３月 17 日付け文部科学省初等中等教育局長通知「新学

期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について」

により、学校におけるマスクの取扱い等の留意事項及び改定され

た「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」が示されたことを踏まえ、県教育委員会の「保健管理

等に関するガイドライン」を改訂するとともに、４月１日以降の

県立高等学校等の教育活動等について、引き続き基本的な感染防

止対策を講じながら実施することとし、県立学校に通知した。併

せて、全市町村教育委員会に対しても、県立学校における対応を

踏まえた上で、それぞれの地域や学校の実情等に応じた対応をと

るよう依頼した。 

令和５年 

５月１日 

 

令和５年４月 28 日付け文部科学省通知により、改定された「学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」が示され、同日付け事務連絡により、５類感染症への移行後

の教育活動に係る留意点が示された。これらを踏まえ、県教育委

員会の「保健管理等に関するガイドライン」を廃止するとともに、

５月８日以降の教育活動等について、県立学校に通知した。併せ

て、全市町村教育委員会に対しても、それぞれの地域や学校の実

情等に応じた対応をとるよう依頼した。 
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〇 県立社会教育施設の対応について 

日付 主な内容等 

令和２年 

３月２日 

 新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、３月４日から３

月 15 日まで臨時休館等とした。（図書館は、サービスの一部（窓

口及び郵送（有料）による予約図書等の貸出及び返却、並びに電

話、ファクシミリ、インターネットによる検索・調査相談）を継

続、金沢文庫は、改修工事のため休館） 

令和２年 

３月 11 日 

 引き続き感染拡大を防ぐ観点から、３月末まで臨時休館等を延

長した。（図書館は、サービスの一部を継続） 

令和２年 

３月 24 日 

 引き続き感染拡大を防ぐ観点から、期限を定めず当分の間、臨

時休館等を延長した。（図書館は、サービスの一部を継続） 

４月７日  特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針（以下、

「県実施方針」という。）が出されたことから、４月８日に、８

月 31 日まで臨時休館等とした。（図書館は、サービスの一部を継

続） 

令和２年 

４月 10 日 

 県実施方針が改定され、施設の使用停止及び催物の開催の停止

要請が出されたことから、４月 12 日に、図書館において臨時休

館中も実施してきたサービスのうち、窓口で行っている予約図書

等の貸出及び返却を５月６日まで休止とした。 

令和２年 

５月５日 

 県実施方針が改定されたことから、図書館の窓口で行う予約図

書等の貸出及び返却の休止を５月 31 日まで延長した。 

令和２年 

５月 25 日 

 国の緊急事態宣言解除を受け、新型コロナウイルス感染症に対

する万全な拡大予防対策を講じた上で、以下の(ｱ)から(ｳ)のとお

り段階的に再開館することとした。 

(ｱ) 県立図書館及び川崎図書館については、予約貸出及び返却

のための窓口サービスを５月 27 日から先行実施し、６月９日

から再開館する。 

(ｲ) 歴史博物館、金沢文庫、近代美術館については、６月９日

から再開館する。 

(ｳ) 生命の星・地球博物館については、施設内の燻蒸作業完了

の後、７月１日から再開館する。 

令和２年 

５月 26 日 

 県立の図書館や博物館で実施する感染拡大予防対策の共通事項

をまとめた「新型コロナウイルス感染拡大予防対策ガイドライ

ン」を各施設に通知した。これを受け、各施設では、ガイドライ

ンに基づき具体的な対策マニュアルを作成した。 
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令和３年 

１月７日 

 特措法に基づく緊急事態措置に係る県実施方針が出されたこと

から、１月 12 日から２月７日まで博物館及び美術館については

臨時休館することとした。図書館については、生徒・学生等に対

する居場所の確保と学びの保障の観点から、感染防止対策に万全

を期して引き続き開館し、開館時間を最大 19 時までとした。ま

た、イベントや講座等についても、募集も含め延期または中止と

する。 

令和３年 

２月２日 

 国の緊急事態宣言が３月７日まで延長されたことに伴い、県実

施方針が改定されたことから２月７日までとしていた県立社会教

育施設の対応を、引き続き３月７日まで延長することとした。 

令和３年 

３月５日 

 国の緊急事態宣言が３月 21 日まで再延長されたことに伴い、

県実施方針が改定されたことから３月７日までとしていた県立社

会教育施設の対応を、引き続き３月 21 日まで延長することとし

た。 

令和３年 

３月 18 日 

 国の緊急事態宣言が３月 21 日をもって解除されることになっ

たことから、以下のとおり対応することとした。 

 〇 博物館・美術館については、段階的緩和期間中は、原則休

館のもと、事前予約された方に限り入館を可能とする。 

 〇 図書館は、閉館時間を最長 20 時までとして、引き続き開

館する。 

   県立図書館の閉館時間は変更なし（19 時） 

   川崎図書館の閉館時間を 19 時⇒19 時 30 分 

   県立図書館横浜西口カウンターの開館時間を 13 時～   

   13 時～19 時⇒14 時～20 時 

 〇 博物館・美術館、図書館における講座等については、事前

予約制により実施する。 

令和３年 

３月 24 日 

 ４月１日からのリバウンド防止期間中は、段階的緩和期間中と

同様の対応を継続して行うこととした。 

令和３年 

４月 16 日 

 まん延防止等重点措置の実施期間中の対応として、以下のとお

り対応することとした。 

 〇 博物館・美術館については原則休館のもと、事前予約され

た方に限り入館を可能とする。 

 〇 図書館は、閉館時間を 19 時までとして、開館する。 

   ※ 県立図書館横浜西口カウンターの開館時間を 
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     14 時～20 時⇒13 時～19 時 

 〇 博物館・美術館、図書館における講座等については、事前

予約制により実施する。 

令和３年 

５月８日 

 まん延防止等重点措置の期間が５月 31 日まで延長されたこと

を受け、引き続き同様の対応を継続して行うこととした。 

令和３年 

５月 28 日 

 まん延防止等重点措置の期間が６月 20 日まで再延長されたこ

とを受け、引き続き緊張感を持ち、同様の対応を継続して行うこ

ととした。 

令和３年 

６月 18 日 

まん延防止等重点措置の期間が７月 11 日まで延長されたこと

を受け、引き続き緊張感を持ち、同様の対応を継続して行うこと

とした。 

令和３年 

７月８日 

まん延防止等重点措置の期間が８月 22 日まで延長されたこと

を受け、引き続き緊張感を持ち、同様の対応を継続して行うこと

とした。 

令和３年 

７月 16 日 

「神奈川版緊急事態宣言」が発出されたことを受け、感染症の

拡大防止に最大級の対応を図り、その対策を徹底するなど、引き

続き緊張感を持ち、同様の対応を継続して行うこととした。 

令和３年 

７月 30 日 

特措法に基づく緊急事態宣言を受け、強い危機感を持って、感

染症の拡大防止対策を徹底し、８月 31 日まで、同様の対応を継

続して行うこととした。 

令和３年 

８月９日 

知事メッセージが発出されたことを受け、現下の極めて厳しい

新型コロナウイルス感染症の状況について、施設長と全ての職員

が危機感を共有し、より一層適切な施設運営に努め、引き続き８

月 31 日まで、同様の対応を継続して行うこととした。 

令和３年 

８月 17 日 

緊急事態措置期間が９月 12 日まで延長されたことを受け、引

き続き施設の運営にあたっては、全ての職員が危機感を共有した

上で、感染拡大防止対策をさらに強化・徹底し、同様の対応を継

続して行うこととした。 

令和３年 

８月 26 日 

知事メッセージが発出されたことを受け、本県の新規感染者は

変異株（デルタ株）にほぼ置き換わったこともあって激増が続

き、収束する気配が見られない状況に鑑み、引き続き施設の運営

にあたっては、全ての職員が危機感を共有した上で、感染拡大防

止対策を徹底し、同様の対応を継続して行うこととした。 
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令和３年 

９月９日 

緊急事態措置期間が９月 30 日まで延長されたことを受け、引き

続き施設の運営にあたっては、全ての職員が危機感を共有した上

で、感染拡大防止対策を徹底し、同様の対応を継続して行うこと

とした。 

なお、博物館、美術館、図書館における講座等については、原

則、延期・中止とし、開催する場合は、オンライン開催を基本と

することとした。 

令和３年 

９月 28 日 

緊急事態措置を実施すべき期間が９月 30 日をもって解除とな

り、10 月 24 日まで段階的な緩和の期間とされたことを受け、引

き続き施設の運営にあたっては、感染防止対策を徹底し、同様の

対応を継続して行うこととした。 

令和３年 

10 月 20 日 

10 月 25 日から 11 月 30 日まで基本的対策徹底期間とされたこ

とを受け、施設の運営にあたっては、基本的な感染防止対策を徹

底しながら、以下のとおり対応することとした。 

〇 博物館・美術館は通常開館とする。ただし、一定の人数を

超えた場合、入場制限を行うことがある。 

〇 図書館は、開館時間を通常に戻す。ただし、一定の人数を

超えた場合、入場制限を行うことがある。 

令和３年 

11 月 22 日 

県対策本部会議において、当面の間、引き続き基本的な感染防

止対策を徹底することとされたことを受け、施設の運営にあたっ

ては、日常の感染防止対策に努め、同様の対応を継続して行うこ

ととした。 

令和４年 

１月６日 

県内で新しい変異株であるオミクロン株の市中感染が認めら

れ、これまでにない急激な感染拡大が危惧されるなど、本県の感

染状況について予断を許さない状況となっていることから、施設

の運営にあたっては、これまで以上に、基本的な感染防止対策を

徹底し、対応することとした。 

令和４年 

１月 19 日 

１月 21 日から２月 13 日まで、特措法に基づくまん延防止等重

点措置の対象区域とされたことを受け、まん延防止等重点措置期

間中の対応として、基本的な感染防止対策を徹底しながら、以下

のとおり対応することとした。 

〇 博物館・美術館は、事前予約された方に限り入館を可能と

する。 

〇 図書館は、通常どおり開館する。なお、一定の人数を超え
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た場合、入場制限を行う。 

〇 博物館・美術館、図書館における講座等については、事前

予約制により実施する。 

令和４年 

２月 10 日 

まん延防止等重点措置の期間が３月６日まで延長されたことを

受け、施設の運営にあたっては、引き続き基本的な感染防止対策

を徹底しながら、同様の対応を継続して行うこととした。 

令和４年 

３月４日 

まん延防止等重点措置の期間が３月 21 日まで延長されたこと

を受け、施設の運営にあたっては、引き続き基本的な感染防止対

策を徹底しながら、同様の対応を継続して行うこととした。 

令和４年 

３月 17 日 

３月 21 日をもってまん延防止等重点措置が解除されることを

受け、施設の運営にあたっては、基本的な感染防止対策を徹底し

ながら、以下のとおり対応することとした。 

〇 博物館、美術館は通常開館とする。ただし、一定の人数を

超えた場合、入場制限を行うことがある。 

〇 図書館は、引き続き通常どおり開館する。ただし、一定の

人数を超えた場合、入場制限を行うことがある。 

令和５年 

２月 20 日 

県対策本部会議が開催され、「新型コロナウイルス感染症対策

の神奈川県対処方針」が改定されたことを受け、施設の運営に当

たっては、引き続き、基本的な感染防止対策を徹底しながら通常

開館することとした。 

 

令和５年 

４月 27 日 

必要な感染症対策を講じつつ通常開館することとした。 

 


